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資 料 

市民参加総合的評価チェック項目 

 
この総合的評価は、市民参加条例のもとに適切な参加の方法を選択し、市民意見の取扱いや公表方法

が適切に行われたかなどを評価するもので、次の視点から検討し、点数を付けて評価をしてください。 
 
（市民参加の方法） 

第７条 実施機関は、前条の行政活動（同条第２項の規定により、市民参加を行わない場合を除く。）

を行うときは、それぞれの事案ごとに、次節から第８節までに定める市民参加の方法のうちから適

切な方法により行う。 

 
（市民参加の方法）第７条 

○行政活動における市民参加の基本的な次の７つの方法を選択しているか。 

・審議会等の設置 ・パブリック・コメントの募集 ・アンケート調査の実施  

・意見交換会の開催 ・ワークショップの開催 ・住民投票の実施・その他の方法 

○市民参加の方法を設定する場合は、年齢、性別、障害の有無及び職業等の状況により、参加する機

会を失することのないように、適切な方法により、市民意見の反映に努めているか。 

○行政活動が終了するまで、どの時点でどの市民参加の方法を設定するのか。（年間スケジュール） 

 
（意見の取扱い） 

第８条 実施機関は、前条の規定により市民参加を行ったときは、提出された意見について、次に掲

げる事項を公表しなければならない。ただし、白井市情報公開条例（平成 11 年条例第２号）に定

める非公開情報（以下「非公開情報」という。）に該当する事項については、この限りでない。 

（１）提出された意見の内容 

（２）提出された意見に対する検討結果及びその理由 

 

（意見の取扱い）第８条 

○提出された意見について、非公開情報を除き、確実に公表しているか。 

○提出された意見の内容を原文のまま公表するのではなく、必要に応じて項目ごとに取りまとめる等

意見の全体像がわかるように配慮しているか。 

○提出された意見に対し、逐条的に検討結果及びその理由を作成し、公表するのではなく、必要に応

じて項目ごとに取りまとめる等、市民にわかりやすい公表用資料の作成に配慮しているか。 

 

（意見の公表方法） 

第９条 実施機関は、前条各号に掲げる事項を公表するときは、次に掲げる方法によるものとする。

（１）市の情報公開コーナーへの配置 

（２）市の広報紙への掲載 

（３）市のホームページへの掲載 

（４）その他効果的に周知できる方法 

 
（意見の公表方法）第９条 

○市民の意見の内容及びその検討結果等については、次の方法により速やかに公表しているか。 

・市の情報公開コーナーへの配置 

・市の広報紙への掲載 

・市のホームページへの掲載 

・その他効果的に周知できる方法（担当窓口での供覧又は配布や各出先機関での供覧等） 
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（審議会等の設置） 

第 10 条 実施機関は、条例、要綱等に基づく審議会、委員会等（以下「審議会等」という。）を設置

することができる。 

 
（審議会等の設置）第 10 条 

○「審議会等」は、第６条第１項に規定する審議会及び委員会等並びに既に法令等により設置されて

いる審議会であるかどうか。 

○「審議会等」の委員の構成・人数及び条例や要綱等の内容（設置日・任期含む）はどのようなもの

か。 

 

（審議会等の委員） 

第 11 条 審議会等の委員の委嘱又は任命は、当該審議会等の設置の趣旨及び審議内容に応じ、市民

公募枠を設けるよう努めなければならない。 

２ 応募者の選考に当たっては、地域、性別、世代等に偏りが生じないよう基準を設け、これを公表

しなければならない。 

 
（審議会等の委員）第 11 条 

○審議会等の委員の委嘱又は任命は、当該審議会等の設置の趣旨及び審議内容に応じ、市民公募枠を

設けているか。又、何名か。 

○市民公募枠を設けていない場合の理由は何か。 

○応募者の選考については、地域・性別・世代等に偏りが生じないよう、それぞれの審議会及び委員

会等別に基準を設けているか。また、告示（市役所掲示板）等により公表しているか。 

○委員の任期は。 

○市民枠公募人員の増員はできないか。 

 

（会議の公開等） 

第 12 条 審議会等の会議は、原則として公開しなければならない。ただし、円滑な運営が著しく損

なわれると認められるものその他の非公開情報に該当する事項の審議を行う場合は、この限りでな

い。 

２ 実施機関は、前項のただし書の規定により会議の公開をしない場合は、その理由を公表しなけれ

ばならない。 

３ 実施機関は、会議の公開又は非公開にかかわらず、会議の開催日時及び議題その他必要な事項を

事前に公表しなければならない。 

４ 実施機関は、会議を公開する場合は、会議に係る資料を傍聴者の閲覧に供し、又は傍聴者に配布

しなければならない。ただし、非公開情報に該当する事項については、この限りでない。 
 

（会議の公開等）第 12 条 

○審議会等の会議は、原則として公開しているか。 

○会議の公開をしない場合は、その理由（次の理由等）を公表しているか。 

・個人のプライバシーに関わる情報に該当する場合。 

・利害が生ずる内容を審議する場合等 

○会議の公開又は非公開にかかわらず、会議の開催日時及び議題その他必要な事項を事前に公表して

いるか。 

○会議を公開する場合は、会議に係る資料を傍聴者の閲覧に供し、又は傍聴者に配布しているか。た

だし、非公開情報に該当する事項については、除く。 

○傍聴者の人数は。 
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（会議録の作成及び公表） 

第 13 条 実施機関は、会議を開催したときは、会議録を作成し、前条第４項の会議に係る資料と併

せ、これを公表しなければならない。ただし、非公開情報に該当する事項については、この限りで

ない。 
 
（会議録の作成及び公表）第 13 条 

○作成した審議概要（会議録）については、公表に先だち、各委員等に発言内容の確認を求める等、

記載内容の正確性を期しているか。 

○会議を開催したときは、会議録を作成し、会議に係る資料と併せ、これを公表しているか。ただし、

非公開情報に該当する事項については、除く。 

 

※留意点 

・公表は、情報公開コーナー等において行う。 

・原則、会議録原本には、発言者の氏名を記載するものとするが、公表する会議録には、発言者の氏

名を掲載しない。 

 
（パブリック・コメントの募集） 

第 14 条 実施機関は、パブリック・コメント（実施機関が行政活動の趣旨及び内容を公表した上で、

これに対する市民からの意見をいう。以下同じ。）を求めることができる。 

 

（パブリック・コメントの募集）第 14 条 

○計画、条例（案）等の趣旨、内容等を予め公表しているか。 

○パブリック・コメントを募集した場合、一定の期間内に市民が簡易な方法により意見を提出したか。 

○その提出された意見については、施策に反映させているか。いないか。 

 

（公表事項） 

第 15 条 実施機関は、パブリック・コメントを求めるときは、次に掲げる事項を公表しなければな

らない。 

（１）対象とする事案及びその趣旨 

（２）対象とする事案の内容及び関連資料 

（３）パブリック・コメントの提出先、提出方法及び提出期間 

（４）パブリック・コメントを提出することができる者の範囲 

（５）その他必要な事項 

 
（公表事項）第 15 条 

○パブリック・コメントを求める際には、事前に、次に掲げる事項を公表しているか。 

・対象とする事案及び事案の趣旨 ・意見の提出先 ・提出方法及び提出期間  

・意見を提出できる者の範囲 ・その他の必要な事項（検討結果の公表予定時期及び公表方法） 

○市民が対象事案となる条例等の案の内容を正確に理解し、積極的に意見を提出できるよう、十分か

つ分かりやすい資料等が作成されているか。 

○公表の手法は何か。（広報紙及び市ホームページ等） 
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（パブリック・コメントの提出方法等） 

第 16 条 実施機関は、パブリック・コメントを募集するときは、郵便、ファクシミリ、電子メール

その他の方法によるものとする。 

２ 実施機関は、パブリック・コメントの提出期間を２週間以上設けなければならない。 

３ 実施機関は、パブリック・コメントの提出を受けるときは、住所及び氏名の記載を求めることが

できる。 
 

（パブリック・コメントの提出方法等）第 16 条 

○パブリック・コメントを募集するときは、次のような記録性を確保できる方法で行っているか。 

・郵便 ・ファクシミリ ・電子メール ・その他の方法（担当窓口への直接の提出や信書便等） 

○パブリック・コメントの提出期間を２週間以上設けているか。 

○パブリック・コメントの提出を受けるときは、住所及び氏名の記載を求めているか。いないか。 

ただし、匿名での意見を排除するものではない。 

○提出された意見を公表する際には、意見提出者のプライバシーには十分配慮しているか。 

 

 

（アンケート調査の実施等） 

第 17 条 実施機関は、アンケート調査（一定の質問形式で意見を問う調査をいう。以下同じ。）を行

うことができる。 

２ 実施機関は、前項の規定によりアンケート調査を行うときは、事前にその目的を公表しなければ

ならない。 

３ 実施機関は、第１項の規定によりアンケート調査を行ったときは、その結果を公表しなければな

らない。 

 

（アンケート調査の実施等）第 17 条 

○アンケート調査を実施する際には、事前に目的、対象者、配票・回収方法、問合せ先などを明確に

しているか。 

○公表方法はどのような手法か。（情報公開コーナー・広報紙・市ホームページなど） 

○提出された意見を公表する際には、意見提出者のプライバシーには十分配慮しているか。 

 

※留意点 

・一般的に、各種行政計画の策定段階において最もよく用いる方法 

・公表目的は、次の段階で計画策定作業が予定されることが多いため、その参考資料とするため。 

 
（意見交換会の開催） 

第 18 条 実施機関は、意見交換会（市民と実施機関及び市民同士の自由な意見交換により、複数の

市民の意見を収集することを目的とする集まりをいう。以下同じ。）を開催することができる。 

 
（意見交換会の開催）第 18 条 

○意見交換会を行ったか。又は行う予定があるか。 

○意見交換会終了後において、他の方法により意見を反映させる場を設けているか。 

 

※留意点 

・市民対 行政という対立の構造ではなく、対等な立場での議論の場として、また、市民同士の自由

な意見交換の中からも多様な意見を導き出すことを目的として「意見交換会」を実施。 
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（開催日等の事前公表） 

第 19 条 実施機関は、意見交換会を開催するときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。

（１）意見交換会の開催日時及び開催場所 

（２）対象とする事案の内容 

（３）意見を述べることができる者の範囲 

（４）その他必要な事項 
 
（開催日等の事前公表）第 19 条 

○意見交換会を開催しようとする場合は、次に掲げる事項を公表しているか。 

・開催日時 ・開催場所 ・対象とする事案の内容 意見を述べることができる者の範囲  

・その他必要な事項（担当課名、参加可能人数（会場の都合により）、検討結果等公表予定時期など。 

○開催にあたっては、平日の夜間、土・日曜日など、市民が参加しやすい日時の設定に努めているか。 

○地域の偏在なく一人でも多くの市民が参加できるよう、事案によっては必要な開催回数を確保して

いるか。 

○開催しようとする場合は、広報紙・市ホームページへの掲載により行うほか、状況に応じてポスタ

ーやチラシなどにより広く市民に呼びかけているか。 

 

※留意点 

・開催情報を事前に公表し、多くの市民の幅広い参加を求める趣旨のものである。 

 

（開催記録の作成及び公表） 

第 20 条 実施機関は、意見交換会を開催したときは、開催記録を作成し、公表しなければならない。

 
（開催記録の作成及び公表）第 20 条 

○意見交換会を開催したときは、開催記録を作成し、公表しているか。 

○公表はどのような方法で行っているか。（情報公開コーナー等） 

 

※留意点 

・開催記録は、意見交換会に参加できなかった市民に対してもできる限り内容を明らかにし、意見交

換会の透明性及び公平性を図ることを目的としている。 

従って、参加できなかった者に対して、市民と実施機関又は市民同士の意見内容の記録及び資料を

公表するものとする。これにより、他の市民意見を収束し、自らの意見を発展させることに繋がる

と考える。 

 
（ワークショップの開催） 

第 21 条 実施機関は、ワークショップ（市民と実施機関及び市民同士の自由な議論により、市民意

見の方向性を見出すことを目的とする集まりをいう。以下同じ。）を開催することができる。 

 

（ワークショップの開催）第 21 条 

○ワークショップを開催したときは、各人の発言について「良い」・「悪い」という判断をしていない

か。 

○発言は、自由奔放にされているか。 

○発言の量を重視し、発言は多いか。 

○他人の発言を組み合わせ、意見等の発散と収束を行い、その結果を全体で共有しているか。 
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（開催日等の事前公表並びに開催記録の作成及び公表） 

第 22 条 ワークショップの開催日等の事前公表並びに開催記録の作成及び公表については、第 19

条及び第 20 条の規定を準用する。この場合において、第 19 条及び第 20 条中「意見交換会」とあ

るのは「ワークショップ」と読み替えるものとする。 
 
 
（開催日等の事前公表並びに開催記録の作成及び公表）第 22 条 

○ワークショップを開催しようとする場合は、次に掲げる事項を公表しているか。 

・開催日時 ・開催場所 ・対象とする事案の内容 意見を述べることができる者の範囲  

・その他必要な事項（担当課名、参加可能人数（会場の都合により） 

検討結果等の公表予定時期など。 

○開催しようとする場合は、広報紙・市ホームページへの掲載により行うほか、状況に応じてポスタ

ーやチラシなどにより広く市民に呼びかけているか。 

 

※留意点 

・開催情報を事前に公表し、多くの市民の幅広い参加を求める趣旨のものである。 

 
（住民投票の実施） 

第 23 条 市長は、市に関わる特に重要な事項に関して、住民の意思を直接問う必要があると認める

場合は、住民投票を行うことができる。 

２ 住民投票に付すべき事項並びに住民投票の期日、投票資格者、投票の方法及び投票結果の公表そ

の他住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定める。 

 
（住民投票の実施）第 23 条 

○住民投票を行ったか。 

○どのような事項か。 

○住民投票に付すべき事項並びに住民投票の期日、投票資格者、投票の方法及び投票結果の公表その

他住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定めているか。 

 

（その他の市民参加の方法の設定） 

第 24 条 実施機関は、第２節から前節までに定めるもののほか、より効果的と認められる市民参加

の方法がある場合は、これによることができる。 

 
（その他の市民参加の方法の設定）第 24 条 

○その他の市民参加の方法で行った方法とは何か。 


